農地法第４条、第５条許可申請の添付書類について
【　自己住宅　】
	№
	添付書類
	提出

部数
	備　考

	
	農地法第４条、第５条の許可申請書
	２
	正本・副本

	
	委任状（１部原本）
	２
	本人による申請でない場合
「委任者たる転用実行行為者は、代理人が作成した転用許可申請書の記載事項を了解した。」旨を記載。

	①　土地の特定に関する資料

	１
	土地の登記事項証明書(全部事項証明書） （１部原本）
	２
	登記官印の押印のもの　　　　　　　　　　　　※申請前３か月以内に作成されたもの.
※インターネットで取得する登記情報提供サービスの印刷物は不可。

	２
	公図の写し（１部原本）
※対象地を赤枠で表示してください
	２
	登記官印の押印のもの　　　　　　　　　　　　※申請前３か月以内に作成されたもの.
(申請地及び隣接地の地番を表示するもの)

	３
	位置図（10,000分の１から50,000分の１程度）
※対象地を赤枠で表示してください
	２
	申請地と農地以外の土地と一体として利用する場合は、事業予定地全体を枠取りのうえ、申請地を明示する。

	４
	案内図（2,000分の１程度）
	２
	住宅地図であることが望ましい。

	５
	申請地の位置を特定した分筆登記申請書に添付する測量図面
	３

または

４
	※筆の一部の申請である場合に添付

正本・副本に各１部、４条許可書添付用に１部(５条なら２部)

	②　土地の利用関係に関する資料

	１
	酒匂川右岸土地改良区の意見書（１部原本）
	２
	申請地が土地改良区域の場合

	２
	転用に対する同意書
	２
	※賃借人による転用の場合は不要

法第３条第１項本文に掲げる権利が設定(登記が付されている)場合に添付
※営農型発電設備の設置を目的とする農地転用の場合には、適用除外とする。

	③　事業計画に関する資料

	１
	具体的な内容の転用理由書
	２
	申請の理由、申請地の選定理由、経緯等転用の必要性、面積の必要性
第１種農地、第２種農地の場合は代替性についても記載
自己住宅（敷地拡張を含む。）以外を目的とした転用の場合（上記農地区分以外の立地に限る。）に添付する。

	２
	具体的な内容の事業計画書
	２
	a申請者の現在の事業内容

b農地転用の必要理由(理由書添付の場合、省略可)

c申請地の選定理由、面積の必要性(理由書添付の場合、省略可)

d転用に係る具体的工事計画

e工事計画の実現に要する費用、資金調達計画

f隣接農地等への被害防除措置

	３
	土地利用計画図
	２
	駐車場の場合は駐車区画、資材置場の場合は資材の種類・量、その他構造物の配置等の具体的な利用計画を図中に明示

	４
	許可後工事終了までの工程表
	２
	

	④　被害防除に関する資料

	１
	取水・排水計画図
	２
	※土地利用計画図中に記載してもよい

	２
	擁壁・水路等の構造の説明資料

(仕様書等)
	２
	※構造物を設置する場合添付

※土地利用計画図中に記載してもよい

	３
	日影図
	２
	※隣接農地への日照被害の審査が必要とされる場合

	４
	水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意書
	２
	※取水または排水について、これらの者から同意を得ている場合

	５
	雨水の流量計画書
	２
	※排水計画との関係で必要とされる場合


	⑤　資金計画に関する資料

	１
	見積書（１部原本）
	２
	※転用行為に要する費用の見積書（事業計画書の中に見積書に相当する内容を記載してもよい）。
※申請前１か月以内に作成されたもの。又は見積書に有効期限の記載がある場合は、申請時点で有効期限内であるもの。

	２
	残高証明書（１部原本）
	２
	※転用行為（土地購入費を除く）に要する費用を満たす金額のもの。
※申請前１か月以内に発行されたもの。
※手付金等を支払い済みのため、残高額が不足する場合、残高証明書のほか、申請者の原本証明がある、次の「（ア）」及び「（イ）」の書類。（個人の場合、）申請書と同一の、押印又は申請者本人の署名で原本証明したもの。
（ア）必要な印紙を貼った領収書の写し
（イ）手付金等の額が分かる契約書の写し
※残高証明書に代え、転用を行う者の預貯金通帳の次の写しを添付することができる。
（ア）金融機関名及び口座名義人等の分かるページ並びに残高額が分かるページの写し。
（イ）転用を行う者が、自己の預貯金通帳の、残高額が分かるページに原本証明したもの。
（ウ）原本証明は、申請前１か月以内（複数添付の場合は同一日）の時点の残高であることを明記したもの。（個人の場合、）申請書と同一の、押印又は申請者本人の署名で原本証明したもの。

	３
	融資証明書（１部原本）
	２
	融資を受ける際に添付
※金融機関等が融資証明書を発行できない場合は、申請者が融資の申し込みを行った旨の証明(融資申込書の写し等)に代えることができる。
※申請前１か月以内に発行されたもの。

	４
	融資者の残高証明書（１部原本）
	２
	※金融機関以外から融資を受ける場合添付
※申請前１か月以内に発行されたもの。
※預貯金通帳の写しは不可。

	⑥　その他事業計画に関して必要となる資料

	１
	土地収用に係る証明書
	２
	※土地収用等の対象事業の施行に基づく収用等の代替地に係る申請の場合

	⑦　賃借権が設定されている農地を転用する場合に必要となる資料

	１
	土地所有者の同意書
	２
	※賃借地を賃借人が転用する場合

	２
	賃借契約の合意解約通知書の写し
	２
	※賃借権に基づく賃借人がいる土地を賃借人以外の者が転用する場合
※農地法第18条第６項所定のもの

	３
	賃借人の同意書
	２
	※賃借権以外の権利に基づく小作人がいる土地を賃借人以外の者が転用する場合

	⑧　住民票、戸籍謄本について

	１
	住民票
	２
	※譲受人の申請住所確認のため必要

※譲渡人の登記住所と現住所が異なる場合は必要

	２
	戸籍謄本
	２
	※分家住宅の場合
※登記名義と現在の姓に相違がある場合
(申請人の同一性の確認)

	⑨　建築物を建築する場合に必要となる資料

	１
	建築物の配置図
	２
	※建築物の位置、建築面積、施設間の距離、隣接地からの距離が判明するもの
※土地利用計画図で代用可

	２
	建築物の平面図・立面図
	２
	

	３
	建築物の構造を説明する資料
	２
	※仕様書等
※平面図・立面図に記載してもよい

	⑩　自己住宅目的で転用する場合に必要となる資料(収用の代替住宅を除く)

	１
	目的どおりに転用する旨の誓約書
	２
	都市計画法の開発許可を伴わない場合に添付。

	２
	現在の自宅が自己所有の住宅でないことを証明する資料
	２
	※現在、自己住宅を所有していない場合
※現在の自宅の賃貸借契約書の写し、登記事項証明書、固定資産税評価証明書等

	３
	現在の自宅の売買契約書の写し等
	２
	※現在、自己住宅を所有している場合

	⑭その他、参考となるべき資料
	２
	必要により


＊申請書以外の提出書類２部の内、１部はコピーでも可

＊町農業委員会総会後、正本（原本）は意見書を添付して許可権者である県へ送付します。
＊添付書類は概ね必要となる書類ですので、上記以外の書類を添付してもらう場合もあります。

＊買受適格者証明願の場合は土地改良区の意見書必要なし。競売落札後の申請時には、必要です。

＊酒匂川右岸土地改良区　ＴＥＬ　０４６５－４６－９５９８

　　　　　【連絡先】　　ＦＡＸ　０４６５－４６－９６３９

　　　　〒２５８－００２１　神奈川県開成町吉田島２０００（かながわ西湘農業協同組合開成事業所内）
農地法第４条、第５条許可申請の添付書類について
【　駐車場、資材置場等、建築物建売住宅、建築条件付宅地分譲　その他】
	№
	添付書類
	提出部数
	備　考

	
	農地法第４条、第５条の許可申請書
	２
	正本・副本

	
	委任状（１部原本）
	２
	本人による申請でない場合
「委任者たる転用実行行為者は、代理人が作成した転用許可申請書の記載事項を了解した。」旨を記載。

	①　土地の特定に関する資料

	１
	土地の登記事項証明書(全部事項証明書) （１部原本）
	２
	登記官印の押印のもの　
※申請前３か月以内に作成されたもの
※インターネットで取得する登記情報提供サービスの印刷物は不可。

	２
	公図の写し（１部原本）
※対象地を赤枠で表示してください
	２
	登記官印の押印のもの
※申請前３か月以内に作成されたもの
(申請地及び隣接地の地番を表示するもの)

	３
	位置図（10,000分の１から50,000分の１程度）
※対象地を赤枠で表示してください
	２
	申請地の農地以外の土地を一体として利用する場合は、事業予定地全体を枠取りのうえ、申請地を明示する。

	４
	案内図（2,000分の１程度）
	
	住宅地図であることが望ましい。

	５
	申請地の位置を特定した分筆登記申請書に添付する測量図面
	３

または

４
	※筆の一部の申請である場合に添付

正本・副本に各１部、４条許可書添付用に１部(５条なら２部)

	②　土地の利用関係に関する資料

	１
	酒匂川右岸土地改良区の意見書（１部原本）
	２
	申請地が土地改良区域の場合

	２
	転用に対する同意書
	２
	※賃借人による転用の場合は不要

法第３条第１項本文に掲げる権利が設定(登記が付されている)場合に添付
※営農型発電設備の設置を目的とする農地転用の場合には、適用除外とする。

	③　法人が申請する場合の資料

	１
	法人の登記事項証明書(全部事項証明)（一部原本）
	２
	※申請書３か月以内に発行されたもの
※履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書のいずれでも差し支えない。

	２
	法人の定款又は寄附行為の写し
	２
	

	３
	(必要により)法人の印鑑証明
	２
	※必要により

	４
	(必要により)役員会議事録の写し
	２
	※必要により

	④　事業計画に関する資料

	１
	具体的な内容の転用理由書
	２
	申請の理由、申請地の選定理由、経緯等転用の必要性、面積の必要性
第１種農地、第２種農地の場合は代替性についても記載

	２
	具体的な内容の事業計画書
	２
	a申請者の現在の事業内容

b農地転用の必要理由(理由書添付の場合、省略可)

c申請地の選定理由、面積の必要性(理由書添付の場合、省略可)

d転用に係る具体的工事計画

e工事計画の実現に要する費用、資金調達計画

f隣接農地等への被害防除措置

	３
	土地利用計画図
	２
	駐車場の場合は駐車区画、資材置場の場合は資材の種類・量、その他構造物の配置等の具体的な利用計画を図中に明示

	４
	許可後工事終了までの工程表
	２
	

	⑤　被害防除に関する資料

	１
	取水・排水計画図
	２
	※土地利用計画図中に記載してもよい

	２
	擁壁・水路等の構造を説明資料(仕様書等)
	２
	※構造物を設置する場合
※土地利用計画図中に記載してもよい

	３
	日影図
	２
	※隣接農地への日照被害の審査が必要とされる場合

	４
	水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意書
	２
	※取水または排水について、これらの者から同意を得ている場合

	５
	雨水の流量計画書
	２
	※排水計画との関係で必要とされる場合


	⑥　資金計画に関する資料

	１
	見積書（１部原本）
	２
	※転用行為に要する費用の見積書（事業計画書の中に見積書に相当する内容を記載してもよい）。
※申請前１か月以内に作成されたもの。又は見積書に有効期限の記載がある場合は、申請時点で有効期限内であるもの。

	２
	残高証明書（１部原本）
	２
	※転用行為（土地購入費を除く）に要する費用を満たす金額のもの。
※申請前１か月以内に発行されたもの。
※手付金等を支払い済みのため、残高額が不足する場合、残高証明書のほか、申請者の原本証明がある、次の「（ア）」及び「（イ）」の書類。法人の場合、申請書に押印の代表者印で原本証明したもの。個人の場合、申請書と同一の、押印又は申請者本人の署名で原本証明したもの。

（ア）必要な印紙を貼った領収書の写し
（イ）手付金等の額が分かる契約書の写し
※残高証明書に代え、転用を行う者の預貯金通帳の次の写しを添付することができる。
（ア）金融機関名及び口座名義人等の分かるページ並びに残高額が分かるページの写し。
（イ）転用を行う者が、自己の預貯金通帳の、残高額が分かるページに原本証明したもの。
（ウ）原本証明は、申請前１か月以内（複数添付の場合は同一日）の時点の残高であることを明記したもの。法人の場合、申請書に押印の代表者印で原本証明したもの。個人の場合、申請書と同一の、押印又は申請者本人の署名で原本証明したもの。



	３
	融資証明書（１部原本）
	２
	融資を受ける際に添付
※金融機関等が融資証明書を発行できない場合は、申請者が融資の申し込みを行った旨の証明(融資申込書の写し等)に代えることができる。
※申請前１か月以内に発行されたもの。

	４
	融資者の残高証明書（１部原本）
	２
	※金融機関以外から融資を受ける場合添付
※申請前１か月以内に発行されたもの。
※預貯金通帳の写しは不可。

	⑦　その他事業計画に関して必要となる資料

	１
	土地収用に係る証明書
	２
	※土地収用等の対象事業の施行に基づく収用等の代替地に係る申請の場合

	２
	関係法令の許可書等の写し
	２
	※関係法令の許認可等を事前に受ける必要がある場合に添付

	⑧　賃借権が設定されている農地を転用する場合に必要となる資料

	１
	土地所有者の同意書
	２
	※賃借地を賃借人が転用する場合
※営農型発電設備の設置を目的とする農地転用の場合には、適用除外とする。

	２
	賃借契約の合意解約通知書の写し
	２
	※賃借権に基づく賃借人がいる土地を賃借人以外の者が転用する場合
※農地法第18条第６項所定のもの
※営農型発電設備の設置を目的とする農地転用の場合には、適用除外とする。

	３
	賃借人の同意書
	２
	※賃借権以外の権利に基づく小作人がいる土地を賃借人以外の者が転用する場合
※営農型発電設備の設置を目的とする農地転用の場合には、適用除外とする。

	⑨　住民票、戸籍謄本について

	１
	住民票
	２
	※譲受人の申請住所確認のため必要

※譲渡人の登記住所と現住所が異なる場合は必要

	２
	戸籍謄本
	２
	※分家住宅の場合

※登記名義と現在の姓に相違がある場合
(申請人の同一性の確認)

	⑩　建築物を建築する場合に必要となる資料

	１
	建築物の配置図
	２
	※建築物の位置、建築面積、施設間の距離、隣接地からの距離が判明するもの。

※土地利用計画図で代用可

	２
	建築物の平面図・立面図
	２
	

	３
	建築物の構造を説明する資料
	２
	※仕様書等

※平面図・立面図に記載してもよい

	⑪　駐車場・資材置場等建築物を建築しない場合に必要となる資料

	１
	転用目的以外に供さず、建築物を建てない旨の誓約書
	２
	※市街化調整区域内農地を転用する場合

	２
	駐車場の需要を示す資料
	２
	※利用者層や利用者数を説明する資料、自治会や企業からの要望書、具体的な需要予測等

※理由書中に記載してもよい


	⑫　建売住宅・建築条件付売買予定地目的で転用する場合に必要となる資料

	１
	建設業許可通知書等の写し
	２
	※建築条件付売買予定地の場合には、事業に係る土地全てに自ら建売住宅を建設する場合における当該建売住宅の建築請負工事を施工する建設業者のもののみ要する。農地転用事業者（譲受人）や、当該農地転用事業者（譲受人）が指定する建設業者に関するものまでは不要。
※建設業許可通知書がない場合には、建設業許可証明書とする。

	２
	宅建業免許証の写し
	２
	

	３
	造成、建築、販売の詳細な計画書
	２
	事業計画書に記載してもよい。

	４
	農地転用事業者（譲受人）又は農地転用事業者（譲受人）が指定する建設業者と土地購入者（エンドユーザー）との建築請負契約書の写し等
	２
	※建築条件付売買予定地の場合に添付。
※建築を請負う会社及び契約形態等を明確に示す書面を添付。
※契約書のひな形でもよい。

	５
	農地転用事業者（譲受人）と土地購入者（エンドユーザー）との土地売買契約書の写し等
	２
	※建築条件付売買予定地の場合に添付。
※契約書のひな形でもよい。
※特定建築条件付売買予定地として許可することができるための要件である解除特約が、契約条項として契約書上に明示されていることを要する。

	６
	目的どおりに転用する旨の誓約書
	２
	都市計画法の開発許可を伴わない場合に添付。

	⑬その他、参考となるべき資料
	２
	必要により


＊申請書以外の提出書類２部の内、１部はコピーでも可

＊町農業委員会総会後、正本（原本）は意見書を添付して県へ進達します。

＊添付書類は概ね最低必要の書類ですので、上記以外の書類を添付してもらうこともあります。

＊買受適格者証明願の場合は土地改良区の意見書必要なし。競売落札後の申請時には、必要です。

＊酒匂川右岸土地改良区　ＴＥＬ　０４６５－４６－９５９８
　　　　　【連絡先】　　ＦＡＸ　０４６５－４６－９６３９
　　　　〒２５８－００２１　神奈川県開成町吉田島２０００（かながわ西湘農業協同組合開成事業所内）
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